
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
い

つ
で
も
パ
ス
ポ
ー
ト
更
新
の
申
請
手
続

き
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
対
象
者
　
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

 

・
パ
ス
ポ
ー
ト
の
残
存
有
効
期
限
が
1

　
年
未
満
と
な
っ
た
方
、
ま
た
は
査
証

　
欄
の
余
白
が
3
ペ
ー
ジ
以
下
の
方

 

・
パ
ス
ポ
ー
ト
の
記
載
事
項
（
氏
名
や

　
本
籍
地
等
）
に
変
更
が
な
い
方

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

 

・
那
須
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

▼
必
要
な
物

 

・
有
効
期
限
内
の
パ
ス
ポ
ー
ト

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
署
名
用
電

子
証
明
書
用
の
パ
ス
ワ
ー
ド
6
〜
16
桁

を
使
用
し
ま
す
）

 

・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ

※
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
場
合
、
手
数
料

の
支
払
方
法
を
「
収
入
印
紙
お
よ
び
栃

木
県
収
入
証
紙
」
か
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
」の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
住
民
生
活
課
住
民
年
金
係

　
☎
72
‐
6
9
0
8

　
昨
今
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
に
よ
り
犬
を

飼
う
方
が
増
え
る
一
方
で
、
誤
っ
た
飼

い
方
に
よ
り
苦
情
に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。
人
と
犬
が
と
も
に
快
適

な
環
境
で
暮
ら
す
た
め
に
、
正
し
い
犬

の
飼
い
方
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
犬
の
登
録
を
す
る

　
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
は
登
録
が

　
必
要
で
す
。
登
録
は
生
涯
に
1
回
限

　
り
、
登
録
手
数
料
は
1
頭
に
つ
き
、

　
3
，0
0
0
円
と
な
り
ま
す
。環
境
課
、

　
湯
本
支
所
、
栃
木
県
獣
医
師
会
所
属

　
の
那
須
地
区
内
の
動
物
病
院
、
町
と

　
契
約
し
て
い
る
動
物
病
院
で
申
請
が

　
で
き
ま
す
。

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種
を
す
る

　
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
年
に
1
回
接

　
種
す
る
よ
う
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

　
ま
す
。
近
く
の
動
物
病
院
で
の
接
種

　
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
犬
は
け
い
留
を
す
る

　
犬
を
つ
な
い
で
飼
う
こ
と
は
県
の
条

　
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
散
歩
の

　
際
も
必
ず
リ
ー
ド
な
ど
で
つ
な
い
で

　
く
だ
さ
い
。

▼
犬
の
ふ
ん
は
必
ず
処
理
を
す
る

　
ふ
ん
の
後
始
末
は
飼
い
主
の
最
低
限

　
の
マ
ナ
ー
で
す
。
必
ず
持
ち
帰
る
よ

　
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
　
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎
72
‐
6
9
1
6

広報 82024（R6）10月号

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

パ
ス
ポ
ー
ト
更
新
の
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
が
可
能
に
な
り
ま
し
た

犬
の
飼
い
主
の
み
な
さ
ん
へ

令和７年度地域づくり事業交付金のご案内　
～事前協議は１０月１５日からです～

　町では、地区社会福祉協議会単位で設置された地域づくり委員会や町民活動団体（自治会、コミュニティ、町民団体、特定非
営利活動法人等）が、地域の課題解決や町の活性化を図るために取り組む地域づくり活動に対して、その事業に係る経費の一部
を支援します。

※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、お問合せください。
■問合せ　企画政策課総合政策係　☎７２－６９０６

地域づくり事業交付金

那須町地域づくり委員会、自治会・コミュニティ・町民団体・特定非営利活動法人等

一般

対象団体

対象事業

交付限度回数 １事業につき最大３年間

11月18日（月）～12月6日（金）

年度内1回

交付額

事前協議期間

提案受付期間

クラウドファンディング

まち・ひと・しごと創生法に基づく「第2期
那須町まち・ひと・しごと創生総合戦略」にお
ける基本目標に掲げる事業で、那須町まちづく
り協議会が採択した事業のうち、町長が必要と
認める事業

10月15日 ( 火 )～11月15日 (金 )
※事前協議には、事業について地域で話し合い
が行われ、地域住民の意見が反映されている
ことが確認できる議事録が必要です。

11月1日 (金 )～令和7年2月28日 (金 )
※クラウドファンディングの寄附募集開始は最
短で 6月中旬頃を予定しています。

1年目　対象経費の8/10以内
　　　　（交付限度額は80万円）
2年目　対象経費の 6/10以内
　　　　（交付限度額は60万円）
3年目　対象経費の4/10以内
　　　　（交付限度額は40万円） 

町が実施するふるさと納税型クラウドファン
ディング（以下、「CF」という。）を活用して
90日間資金調達を行い、この調達額からCF
に係る手数料15％を差引いた額
※調達額が目標額に到達しない場合でも事業
を実施する必要があります。

まち・ひと・しごと創生法に基づく「第2期
那須町まち・ひと・しごと創生総合戦略」にお
ける基本目標に掲げる事業


